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(1) 労働市場における「引き抜き」の意味

Q.賃金は、なぜ人によってちがうのか？
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(1) 労働市場における「引き抜き」の意味

(A1) 生産性がちがうから
（＝人的資本のちがい、能力のちがい）

[ (A1b) 交渉力が上がるから：制度要因なので考察対象外]

(A2) 引き抜きが入るから
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賃金分散のうち、引きがある人とな
い人の差によって説明される部分

Postel-Vinay and Robin (2002).
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(1) 労働市場における「引き抜き」の意味

【メカニズムを理解するために】

• なぜ、昇進すると非連続的に賃金が上がるのか？
• Waldman (1984)
• DeVaro and Waldman (2012)
• 転職すると賃金が上がる理由

基本的には、引き抜きを妨げる理由はない
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(1) 労働市場における「引き抜き」の意味

【例外】

• 使用者が一般的人的資本に出資する場合
＝引き抜きはモラル･ハザードを助長して、技能蓄積に
悪影響を及ぼす。

（従って、競争社会においては一般的人的資本の費用負担は被用者自

身によってなされるべき）

– 意外にこのような状況は現に存在する
•留学
•見習いが必要な職種（美容師、料理人、芸能など）
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(2) 引き抜き防止協定の実際

① 引き抜き防止協定が、表立って締結･運用されること
は稀

•五社協定が典型例
• 20世紀初頭の諏訪地方の器械製糸業における「登録制
度」は、引き抜き防止協定が実際に運用され、その内実
を示す資料が残されている例外的な事例
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(2) 引き抜き防止協定の実際

② 登録制度の前提＝前貸金の存在

•就業を前提に、特定使用者が金銭を貸し付ける（平均40
円[間(1993)]）

•返済を迫ることは至難。賃金と相殺することで返済しても
らう。

•他工場に就業してしまうと、前貸金が焦げ付く
•逆に、他工場と契約した工女を引き抜けば、前貸金を負
担しなくてよい。前貸金の負担がない分、工女には高い
賃金を約束できるので、引き抜きは十中八九うまくいく。
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(2) 引き抜き防止協定の実際

③ 登録制度の実際

•締結された契約を中央組織に「登録」し、二重契約を排除
•工女が移動した場合には、その旨記録し、借権証を発行
する。将来、逆の移動が起こった場合に、借権証で相殺
する。

• 1918年：218工場26,204名を登録。
– 工場の83％、工女の62%
cf.) NPB12球団800名、MLB30球団1200名
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(3) 論点

① 引き抜き自体を一般的に禁止する制度ではない

•研究者によって評価は異なる。
eg.) 石井 (1972)

•糸価の変動と、原料繭の制約
– 契約は毎年年初。操業開始後、何らかの理由で労働力がスラッ
クになった場合、工場側に引き留めておくインセンティブはない。

•等級賃金制度による移動インセンティブの制御
– 前貸金の焦げ付きさえ回避できればよい、標準以下の工女の移
動を促す。優等工女の移動は物理的に阻止！
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(3) 論点

② 即時決済はしない

•権利証書の相殺だけで決済する。
– 金銭を用いた決済は統一価格で一度行われただけ

③ 協定違反については金銭的制裁に留まっただけ

•共同出荷組織などによるパニッシュメントが可能だったが、
実際には発動されていない。
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(4) インプリケーション

① 移動自体を一般的に禁止する制度ではない

•たとえ、人的資本投資に関する外部性があったとしても、
移動そのものを禁止する必要はない。

– Autor (2001) 独占力による超過利潤で補償
– 「来るものは拒まず」
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(4) インプリケーション

② 補償水準の決定は難しい

•理論的には、投資の期待収入を補償すればよい
(Alternative) 投資費用＋平均収益率で大丈夫か？

③ 協定違反を判断できるか

•被用者による転職か引き抜きかは外見上区別できない。
(Alternative) 第三者機関が必要か？
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(4) インプリケーション

④他の側面へのインプリケーション

•競業避止義務への応用は直截的
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(5)つけたし：競争規制と労働規制

①規制の中立命題

②垂直的共同行為
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(6) まとめ

引き抜き防止協定は、人的資本の蓄積にとって望ましい
場合がある。しかし、その際にも被用者の移動を制限する
ことは必要ではなく、適切な決済機構をつくることで外部性
を押さえることができる可能性がある。
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